
鳥取県が示した数値

被保険者数 医療費指数 納付金額
標準保険料率の算定
に必要な保険料総額

1人当たり保険料額

米子市 28,771 1.0196 3,883,943,398円 3,480,913,725円 121,200円

所得割率 資産割率 均等割額 平等割額
医療分 7.80% 0% 31,487円 20,891円

米子市 支援金分 2.81% 0% 11,227円 7,449円
介護分 2.52% 0% 13,349円 6,734円

市町村標準保険料率

※標準保険料率の算定に必要な保険料総額は、納付金額から公費を引いた上で、3年平均の収納率で割り戻している。
　標準保険料率の算定に必要な保険料総額は、保険基盤安定(保険料軽減分）、一般会計からの法定外繰入、基
金繰入、前年度繰越金を反映させる前の額である。

国保事業費納付金等の算定に係る試算状況について（平成３１年度　確定計数）

 資料５ 
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◎平成３１年度の保険料率決定についての考え方

　そのため、実際に保険料として集める額は

① ② ③

➃

となる。

　③５８２，７６４，５１７円は県から示された基盤安定繰入金の額

　県から、標準保険料率の算定に必要な保険料総額として、３，４８０，９１３，７２５円が示された。
　この額は、実際に本市が県に納付する額ではなく、納付する額を集めるために本市の過去３年間の平均

３，４８０，９１３，７２５円÷１００×９０．０６－５８２，７６４，５１７円

　以上から、保険料率は２，４３２，１４６，３８３円を収納できる料率に設定する必要がある。

資料６

※①３，４８０，９１３，７２４円は県から示された標準保険料率の算定に必要な保険料総額
　②９０．０６は、過去３年間の平均収納率

－１２０，０００，０００ ＝ ２，４３２，１４６，３８３円

　➃独自歳入見込額（繰入金保険者支援分及び特別調整交付金の増額分等）

収納率から計算した料率決定の目安とするための額である。
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保険料率を据え置いた場合の平成３１年度の収納見込み額

※①　　　　　　　　　　　　　　　※②
２，６３９，１４７，４０９円×９２．６％＝２，４４３，８５０，５００円

※①２，６３９，１４７，４０９円は、平成３１年度当初の調定額。
　　平成３０年度当初の調定額に被保険者数の増減を考慮したもの。
　②９２．６％は、平成２９年度の収納率（９１．５１％）から、毎年０．５ポイントづつ２年間で
  １．０ポイント上昇すると見込んでいるが、退職区分からの移行を加味し９２．６％とした。

　　２，４４３，８５０，５００円　　＞　　２，４３２，１４６，３８３円

参考

平成２９年度現年度収納額　　　　２，５５０，７６５，５１６円
平成３０年度現年度収納見込額　　２，４９８，７５２，２５３円

保険料率

　　　　　　所得割率 　　資産割率　　  均等割額　　　　　平等割額
医療分　　　７．８３％　 １６．４％　　２３，６００円　　２３，２００円
支援金分　　２．３０％　　 ９．６％　　　８，０００円　　　７，５００円
介護分　　　２．２９％　 　９．６％　　　９，５００円　　　５，１００円

  資料７ 
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資料８

1 資産割を採用している理由
○資産を有する＝資力がある
○保険料収入を見込むときに所得割と比較して安定している

2 資産割の課題
○固定資産は必ずしも収益性があるとは言えない
○他の保険者とのバランス　＝後期高齢者医療保険等、他の社会保険では採用していない
○固定資産税と二重課税であるという批判がある
○固定資産以外の資産（金融資産）との不公平感がある
○米子市外に所有する固定資産は対象とならない。
○未相続の固定資産税（相続人代表）は対象とならない
（県内統一の保険料とする場合の障害となる）

3 全国の賦課方式 総務省HP「市町村課税状況等の調」　より

４方式 ３方式 ２方式 合計
H27年度 1,125 551 65 1,741
H28年度 1,097 577 67 1,741
H29年度 1,066 601 74 1,741
構成比 61% 35% 4%
年間増減 -31 24 7

　今後、広域化に併せ、３方式を採用する市町村が増えると思われる。

4 鳥取県内市町村の賦課方式（平成３０年度）
１７市町村が４方式、鳥取市、境港市が平成30年度より３方式
広域化に併せ、1町が3方式に向けて検討中

5 平成30年度当初調定での賦課内訳 （単位：千円）
基礎 後期 介護 合計

調定総額 1,878,660 615,575 214,405 2,708,640
内資産割額 138,040 80,802 22,245 241,087

6 資産割を廃止した場合の保険料総額の確保について
（１） 賦課総額の1割にあたる 241,087 千円を他の区分で補う必要がある

（２） 所得割 資産割 均等割 平等割
40 10 35 15

（３） 応益割（均等割・平等割）に対し、低所得者は法定軽減の対象となる

凡例
基礎：基礎賦課額　（医療分）
後期：後期高齢者支援金等賦課額
介護：介護納付金賦課額　（40歳から64歳が対象）

（国民健康保険料における資産割廃止についての検討資料）

　賦課割合は、右のように標準割合が
決められていたが、広域化に伴い廃
止される。
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（４） 平成30年度の保険料率等

所得割率 7.83% 2.30% 2.29% 12.42%
資産割率 16.40% 9.60% 9.60% 35.60%
均等割額 23,600円 8,000円 9,500円 41,100円
平等割額 23,200円 7,500円 5,100円 35,800円
限度額 54万円 19万円 16万円 89万円

（５） 参考例

① 全てを所得割で補う場合

所得割率 0.87% 8.70% 0.51% 2.81% 0.36% 2.65% 1.74% 14.16%
資産割率 -16.40% 0.00% -9.60% 0.00% -9.60% 0.00% -35.60% 0.00%
均等割額 0円 23,600円 0円 8,000円 0円 9,500円 0円 41,100円

平等割額 0円 23,200円 0円 7,500円 0円 5,100円 0円 35,800円

② 応益割を６％相当引上げ、残りを所得割で補う場合

所得割率 0.42% 8.25% 0.35% 2.65% 0.23% 2.52% 1.00% 13.42%
資産割率 -16.40% 0.00% -9.60% 0.00% -9.60% 0.00% -35.60% 0.00%
均等割額 1,400円 25,000円 500円 8,500円 600円 10,100円 2,500円 43,600円
平等割額 1,400円 24,600円 500円 8,000円 300円 5,400円 2,200円 38,000円

③ 応益割を８％相当引上げ、残りを所得割で補う場合

所得割率 0.25% 8.08% 0.32% 2.62% 0.18% 2.47% 0.75% 13.17%
資産割率 -16.40% 0.00% -9.60% 0.00% -9.60% 0.00% -35.60% 0.00%
均等割額 1,900円 25,500円 600円 8,600円 800円 10,300円 3,300円 44,400円
平等割額 1,900円 25,100円 600円 8,100円 400円 5,500円 2,900円 38,700円

合計

合計

合計

合計

　平成30年度当初調定で試算した。資産割総額を他の区分で補うべき料率等を被保険者数、所得総額等で割
戻しているため、限度超過額を加味していない。
表中左欄は現行保険料率等からの増減額・率を記載している。

基礎 後期 介護

基礎 後期 介護

介護後期基礎

基礎 後期 介護
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